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　特願２０１５－５２５７９６号「ハイブリッド車両の駆動を制御する方
法、及び、本方法に従って駆動可能な制御部を備えたハイブリッド車両」拒
絶査定不服審判事件〔平成２６年　２月１３日国際公開、
ＷＯ２０１４／０２３４８６、平成２７年９月１７日国内公表、特表
２０１５－５２７２４４号〕について、次のとおり審決する。

結　論
　本件審判の請求は、成り立たない。

理　由
第１　手続の経緯
　本願は、２０１３年７月４日（パリ条約による優先権主張　外国庁受理　
２０１２年８月１０日（ＤＥ）ドイツ連邦共和国）を国際出願日とする出願
であって、平成２７年２月９日に国内書面とともに明細書及び請求の範囲並
びに要約書の翻訳文が提出され、平成２８年１月２１日付けで拒絶理由が通
知され、平成２８年４月２６日に意見書及び補正書が提出されたが、平成
２８年７月８日付けで拒絶査定がされ、これに対して平成２８年１１月１４
日に拒絶査定不服審判が請求されたものである。
　
第２　本願発明について
［１］本願発明
　本願の請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、平成２７
年２月９日に提出された明細書の翻訳文及び平成２８年４月２６日に提出さ
れた手続補正書により補正された特許請求の範囲並びに国際出願時の図面か
らみて、次のとおりものである。
　
「【請求項１】
　内燃機関によって、及び／又は、蓄えられた電気エネルギーのストックを
介して電力供給が可能な電気駆動部によって駆動されうるハイブリッドの車
両（１０）の駆動を制御する方法であって、前記車両（１０）は、ユーザイ
ンタフェースを有する駆動制御部を備え、前記方法は、ユーザの前記ユーザ
インタフェースの利用により、前記車両（１０）が所定の時点以降（Ａ、
Ｂ、Ｃ）及び／又は所定の期間若しくは区間（ａ、ｂ、ｃ）の間優先的に前
記電気駆動部のみによって駆動され、走行の終了時にバッテリが満充電され
ていることが望まれる場合は、前記内燃機関によって前記区間の間駆動され
ることを設定することを含む、方法。」
　
［２］引用例
（１）引用例の記載事項
　原査定の理由に引用され、本願の優先日前に頒布された刊行物である特許
第４６３６１８２号公報（以下、「引用例」という。）には、「車両の制御
装置および車両の制御方法、車両の制御方法をコンピュータに実行させるプ



ログラムおよびプログラムを記録した記録媒体」に関して図面とともに以下
の記載がある。
　
ａ）「この発明の目的は、運転者の好みに走行パターンを細かく合わせるこ
とができるハイブリッド車両の制御装置、制御方法、その制御方法をコン
ピュータに実行させるためのプログラムおよびそのプログラムを記録した記
録媒体を提供することである。
　この発明は、要約すると、複数の走行モードを有する車両の制御装置で
あって、目的地を設定する目的地設定部と、起点から目的地までの走行経路
を設定する経路設定部と、走行経路を分割する走行経路分割部と、操作者か
らの指示に基づき、分割された走行経路の各区間にいずれかの走行モードを
対応付けて走行モードを確定させる走行モード確定部と、各区間を対応付け
られた走行モードで走行するように車両を走行させる走行制御部とを備え
る。
　好ましくは、車両は、内燃機関とモータとを走行に併用するハイブリッド
車両であり、複数の走行モードは、内燃機関の運転が許可されるＨＶ走行
モードと、内燃機関を停止させてモータを用いて走行するＥＶ走行モードと
を含む。
　好ましくは、車両の制御装置は、車両外部から目的地、走行経路、分割さ
れた各区間および各区間に対応付けられた走行モードを含む情報を読み込む
情報読込部をさらに備える。走行制御部は、情報に基づいて車両を走行させ
ることが可能に構成される。
　好ましくは、走行経路分割部は、起点から目的地までの走行経路を複数の
走行モードの各々に適する区間に分割し、分割した各区間の走行モードを仮
決定し、走行モード確定部は、操作者からの指示に基づき各区間に対応付け
られた走行モードを他の走行モードに変更する。
　好ましくは、走行モード確定部は、操作者の入力に基づいて走行経路の分
割の境界点の位置を変更する。
　この発明の他の局面に従うと、複数の走行モードを有する車両の制御装置
であって、目的地を設定する設定部と、起点から目的地までの走行経路を設
定する設定部と、走行経路を分割する分割部と、操作者からの指示に基づ
き、分割された走行経路の各区間にいずれかの走行モードを対応付けて走行
モードを確定させる確定部と、各区間を対応付けられた走行モードで走行す
るように車両を走行させる走行制御部とを備える。
　好ましくは、車両は、内燃機関とモータとを走行に併用するハイブリッド
車両であり、複数の走行モードは、内燃機関の運転が許可されるＨＶ走行
モードと、内燃機関を停止させてモータを用いて走行するＥＶ走行モードと
を含む。」（第４ページ第１５ないし４３行）（下線は、理解の一助のため
に当審が付したものである。以下同様。）
　
ｂ）「直流電源であるバッテリＢは、たとえばニッケル水素またはリチウム
イオンなどの二次電池を含み、直流電力を昇圧ユニット３２に供給するとと
もに、昇圧ユニット３２からの直流電力によって充電される。
　昇圧ユニット３２は、バッテリＢから受ける直流電圧を昇圧してその昇圧
された直流電圧をインバータ３６に供給する。インバータ３６は供給された
直流電圧を交流電圧に変換してエンジン始動時にはモータジェネレータ
ＭＧ１を駆動制御する。また、エンジン始動後には、モータジェネレータ
ＭＧ１が発電した交流電力はインバータ３６によって直流に変換され、昇圧
ユニット３２によってバッテリＢの充電に適切な電圧に変換されてバッテリ
Ｂが充電される。
　また、インバータ３６はモータジェネレータＭＧ２を駆動する。モータ
ジェネレータＭＧ２はエンジン２を補助して前輪２０Ｒ，２０Ｌを駆動す
る。制動時には、モータジェネレータは回生運転を行ない、車輪の回転エネ
ルギを電気エネルギに変換する。得られた電気エネルギは、インバータ３６
および昇圧ユニット３２を経由してバッテリＢに戻される。バッテリＢは組
電池であり、直列に接続された複数の電池ユニットＢ０～Ｂｎを含む。昇圧
ユニット３２とバッテリＢとの間にはシステムメインリレー２８，３０が設
けられ、車両非運転時には高電圧が遮断される。」（第６ページ第１９ない
し３４行）
　
ｃ）「ナビゲーション制御部６４は、乗員の操作に基づいて目的地を設定す



る設定処理を行ない、起点から目的地までの走行経路を設定する探索処理を
行なう。
　そしてナビゲーション制御部６４は、後に図５で説明するように、探索し
た走行経路を分割し、分割された走行経路の各区間にいずれかの走行モード
を対応付ける処理を行なう。そしてこの対応付けがユーザの好みに合うもの
であるかを確認するために、操作者からの指示に基づき、走行経路の分割と
各区間に対応付けられた走行モードとを確定させる処理を行なう。この場合
に、ユーザが区間の分割や走行モードを手動で変更することも可能である。
そして確定されたこの区間分割と対応する走行モードを記憶する。その後、
ナビゲーション制御部６４は、走行が開始されると、対応付けられた走行
モードで各区間を走行するように走行モードの情報をハイブリッド制御部
６２に送信して車両を走行させる。
　ナビゲーション制御部６４に対して、車両外部から目的地、走行経路、分
割された各区間および各区間に対応付けられた走行モードを含む情報を読み
込む読込部としてメモリカードインタフェース５６が設けられている。メモ
リカード５４に図示しないパーソナルコンピュータで作成したデータを予め
記憶させておき、メモリカードインタフェース５６を介してこのデータをナ
ビゲーション制御部６４に読み込ませることができる。
　これにより、車両を走行させる制御装置１４は、そのデータに基づいて車
両を走行させることが可能に構成される。
　ナビゲーション制御部６４は、起点から目的地までの走行経路を複数の走
行モードの各々に適する区間に分割する。たとえば、道路の周辺環境、傾
斜、カーブの有無、信号の有無などに応じてＥＶ走行モード、ＨＶ走行モー
ドのいずれかが選択される。なお、レンジ切換可能な変速機を有する車両で
は、このような走行モードの設定に加え、レンジの切換を行なっても良い。
　また、ナビゲーション制御部６４は、操作者からの指示に基づき各区間に
対応付けられた走行モードを他の走行モードに変更する処理も行なう。」
（第７ページ第２７ないし５０行）
　
ｄ）「図４は、制御装置１４が実行する処理の制御構造を示すフローチャー
トである。この処理は、車両においてナビゲーション制御部６４において実
行されるが、車両外のパーソナルコンピュータ上にカーナビゲーションシス
テムのソフトウエアをインストールしておいて、車両に乗り込む前に予め行
なってもよい。
　図４を参照して、まず処理が開始されると、ステップＳ１において車両走
行の目的地の設定入力の受付処理が行なわれる。操作者は、車両において操
作を行なう場合は図２の表示部４８にあるタッチディスプレイを操作するこ
とにより目的地を設定する。また、車外の自宅などにおいて、パーソナルコ
ンピュータで操作する場合には、マウスやキーボード等の入力装置を操作し
て目的地を設定する。
　続いて、ステップＳ２において、車両の現在位置（または自宅の位置）か
ら目的地までの走行経路の探索が行なわれる。そして、ステップＳ３におい
て探索された走行経路が画面上に表示される処理が行なわれる。
　ステップＳ４において、走行経路を確定させる入力待ちの状態となる。走
行経路を確定させる入力は、たとえば、タッチパネル上に表示された「案内
開始」ボタンが押されることであっても良い。また、「再探索」ボタンが押
されること無く無操作で一定時間が経過した場合に確定とするのであっても
良い。ステップＳ４において再探索の要求があった場合には、ステップＳ４
からステップＳ２に処理が戻る。その際に、通過地点などを設定するステッ
プが設けられても良い。
　ステップＳ４において走行経路が確定したと判断された場合にはステップ
Ｓ５に処理が進む。
　ステップＳ５では、探索された走行経路を分割する処理がおこなわれ、ス
テップＳ６では分割された各区間の走行モードを重ねて表示する処理が行な
われる。
　なお、ステップＳ５において、走行経路の分割のみを行なって、後のス
テップＳ７でユーザに走行モードを選択させるようにしても良い。この場合
には、走行経路の分割は、単純に一定距離ごとに分割するようにしても良
い。」（第８ページ第２７行ないし第９ページ第１行）
　
ｅ）「図７は、図４のステップＳ７における変更入力の他の例を示す図であ



る。
　図７（Ａ）は、図５で分割され、走行モードが表示されている区間Ａ３に
タッチディスプレイの場合は指でタッチしたり、マウスの場合はクリックし
たりして区間の選択処理が行なわれることを示す。
　すると、図７（Ｂ）に示すように区間Ａ３の走行モードを選択可能とする
ポップアップ表示Ｂ３が現れる。そして、操作者は、ポップアップ表示中の
「ＥＶ」ボタンを押すことで、区間Ａ３の走行モードをＨＶモードからＥＶ
モードに変更することができる。なお、分割した時点では、走行モードを仮
決定せず、各区間について、図７（Ｂ）で示したようにユーザに選択させる
ようにしても良い。
　再び図４を参照して、ステップＳ８ではステップＳ７で行なわれた操作者
の入力にもとづき区間分割や走行モードの変更が行なわれ、再びステップ
Ｓ７に処理が戻る。
　一方、ステップＳ７において変更入力が無い場合には、ステップＳ９に処
理が進む。たとえば、タッチディスプレイ上の「走行開始」ボタン等のボタ
ンが押された場合や、変更入力操作が一定時間無かった場合や、変更入力操
作が無い状態で車両が発進した場合などには、ステップＳ７においてユーザ
の変更入力が無いと判断され、処理はステップＳ９に進む。
　ステップＳ９では、走行モード・区間分割の確定処理と、および確定した
走行モード・区間分割の情報を内蔵するハードディスクやメモリなどに退避
させる保存処理が行なわれる。
　ステップＳ９の次はステップＳ１０においてこのフローチャートの処理は
一旦終了する。」（第９ページ第２７ないし４７行）
　
（２）上記（１）及び図面から分かること
ｆ）上記（１）ａ）から、車両は、内燃機関とモータとを走行に併用するハ
イブリッド車両であり、内燃機関の運転が許可されるＨＶ走行モード、また
は、内燃機関を停止させてモータを用いて走行するＥＶ走行モードのいずれ
かを選択することにより前記車両の駆動を制御することが分かる。
　　
ｇ）上記（１）ｄ）及びｅ）並びに図２及び図４の記載から、ハイブリッド
車両は、操作者が表示部４８のタッチディスプレイを操作して指示を行うナ
ビゲーション制御部６４を有するハイブリッド制御部６２を備えることが分
かる。
　
ｈ）上記（１）ｅ）から、操作者のタッチディスプレイにおける指示によっ
て、指示に対応する区間においてＥＶ走行モードによりハイブリッド車両が
駆動されることを設定することを含むことが分かる。
　
（３）引用発明
　上記（１）及び（２）並びに図面の記載から、引用例には次の発明（以
下、「引用発明」という。）が記載されている。
　
「内燃機関の運転が許可されるＨＶ走行モードによって、または、内燃機関
を停止させてモータを用いて走行するＥＶ走行モードによって駆動されうる
ハイブリッド車両の駆動を制御する方法であって、ハイブリッド車両は、操
作者が表示部４８のタッチディスプレイを操作して指示を行うナビゲーショ
ン制御部６４を有するハイブリッド制御部６２を備え、方法は、操作者の
タッチディスプレイにおける指示により、指示に対応する区間においてＥＶ
走行モードにより駆動されることを設定することを含む、方法。」　
　 　
［３］本願発明と引用発明との対比・判断
　引用発明における「内燃機関の運転が許可されるＨＶ走行モードによっ
て」は、ＨＶ走行モードが、少なくとも内燃機関が運転される状態による走
行を含むから、本願発明における「内燃機関によって」に相当し、引用発明
における「内燃機関を停止させてモータを用いて走行するＥＶ走行モードに
よって」は、ハイブリッド車両において、内燃機関を停止させ、モータのみ
を用いて走行する際に、モータには、あらかじめバッテリに蓄えられている
電力を供給することは明らかであるから、本願発明における「蓄えられた電
気エネルギーのストックを介して電力供給が可能な電気駆動部によって」に
相当する。



　そして、引用発明における「ハイブリッド車両」は、その機能、構成及び
技術的意義からみて、本願発明における「ハイブリッドの車両」あるいは
「車両」に相当し、以下同様に、「操作者が表示部４８のタッチディスプレ
イを操作して指示を行うナビゲーション制御部６４」は「ユーザインター
フェース」に、「ハイブリッド制御部６２」は「駆動制御部」に、「操作
者」は「ユーザ」に、「タッチディスプレイにおける指示」は「ユーザイン
ターフェースの利用」に、「指示に対応する」「区間」は「所定の」「区
間」に、「区間において」は「区間の間」に、「ＥＶ走行モードにより駆動
され」は「優先的に電気駆動部のみによって駆動され」にそれぞれ相当す
る。
　
　したがって、両者の一致点、相違点は以下のとおりである。
　
［一致点］
「内燃機関によって、又は、蓄えられた電気エネルギーのストックを介して
電力供給が可能な電気駆動部によって駆動されうるハイブリッドの車両の駆
動を制御する方法であって、車両は、ユーザインタフェースを有する駆動制
御部を備え、方法は、ユーザのユーザインタフェースの利用により、車両が
所定の区間の間優先的に電気駆動部のみによって駆動されることを設定する
ことを含む、方法。」
　
［相違点］
　「ユーザのユーザインタフェースの利用により、車両が所定の区間の間優
先的に電気駆動部のみによって駆動されることを設定することを含む」こと
に関し、本願発明においては、「走行の終了時にバッテリが満充電されてい
ることが望まれる場合は、内燃機関によって前記区間の間駆動されることを
設定する」のに対して、引用発明においては、「走行の終了時にバッテリが
満充電されていることが望まれる場合は、内燃機関によって前記区間の間駆
動されることを設定する」という構成を有するか否か不明である点。（以
下、「相違点」という。）
　
　以下、相違点について検討する。
　
［相違点について］
　ハイブリッドの車両の技術分野において、目的地に到着したときに、バッ
テリが目的地において必要となる電力量などに応じた程度に充電されること
が望まれる場合に、内燃機関の運転によりバッテリを充電することを優先す
るモードを、目的地到着前の区間などにおいて実行することをユーザイン
ターフェースにより設定可能とすることは、例えば、特開
２００４－２３６４７２号公報（段落【００６３】ないし【００７５】の記
載並びに図５及び図６の記載等参照。）及び、特開２００７－６２６４０号
公報（段落【０１２７】ないし【０１３７】の記載及び図１１ないし図１３
の記載等参照）によれば周知の技術（以下、「周知技術」という。）と認め
られる。
　そして、ハイブリッドの車両において、目的地において必要となる電力量
に応じた、バッテリが充電される程度を「満充電」とすることも、例えば、
特開２０１２－１２５０５９号公報（段落【００５２】ないし【００６１】
の記載、「満充電」に関しては、特に【００６１】の記載を参照。）にみら
れるように、一つの設計例（以下、「設計例」という。）にすぎない。
　したがって、引用発明において、ハイブリッド車両の技術分野における上
記周知技術を適用して、目的地に到着したときに、バッテリが目的地におい
て必要となる電力量などに応じた程度に充電されることが望まれる場合に、
内燃機関の運転によりバッテリを充電することを優先するモードを目的地到
着前などの区間において実行することをユーザインターフェースにより設定
可能とし、その際、上記設計例のように、目的地に到着したときのバッテリ
が充電される程度を満充電とすることにより、上記相違点に係る本願発明の
発明特定事項とすることは、当業者であれば容易になし得たことである。
　
　そして、本願発明は、引用発明、周知技術及び設計例から予測される以上
の格別な効果を奏するものではない。



　
第３　むすび
　したがって、本願発明は、引用発明、周知技術及び設計例に基いて当業者
が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の
規定により特許を受けることができないので、本願は拒絶すべきものであ
る。
　
　よって、結論のとおり審決する。
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